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特別徴収切替届出書の記入例

納入書の訂正方法の記入例

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 【様式】

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 【様式】

納入を取り扱う金融機関等について

特別徴収切替届出書 【様式】

　　　　  翌月10日頃

　 　　令和８年５月21日(木)まで

   令和８年５月22日(金)～６月30日(火)

以降、毎月末まで(土・日、祝日を除く)
※ 令和８年12月は12月25日(金)まで
   令和９年４月は４月27日(火)まで

特別徴収税額変更通知書発送日

令和８年６月10日（水）

令和８年７月10日（金）

厚木市市民税課への到達日

令和８年度

市民税・県民税・森林環境税　特別徴収のしおり

（ページ）《目次》

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記入例

・・・・・

・・・・・

・・・・・

神奈川県厚木市中町３丁目17番17号

特別徴収の事務について

退職手当等に係る市民税・県民税の所得割の特別徴収について

★令和８年度の異動届出書等の処理スケジュールは次のとおりです。

給与支払報告書の提出のお願い

特別徴収に関するよくあるお問合せ

・・・・・

・・・・・   ている７桁の番号）を伝えてください。

・・・・・

※　お問合せの際は指定番号（税額通知書に記載され

・・・・・

　 ◎課税・退職等の異動について  

     市民税課特別徴収係　電話（046）225-2011（直通）

【市区町村コード　１４２１２３】

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

   ◎納入状況・納入方法について

     収納課　収納管理係　電話（046）225-2020（直通）

厚木市役所



月別（徴収月） 納期限 月別（徴収月） 納期限

令和８年６月分 令和８年７月10日 令和８年12月分 令和９年１月12日

令和８年７月分 令和８年８月10日 令和９年１月分 令和９年２月10日

令和８年８月分 令和８年９月10日 令和９年２月分 令和９年３月10日

令和８年９月分 令和８年10月13日 令和９年３月分 令和９年４月12日

令和８年10月分 令和８年11月10日 令和９年４月分 令和９年５月10日

令和８年11月分 令和８年12月10日 令和９年５月分 令和９年６月10日

３　納入について ６ 年度の途中で従業員が減った場合

※　地方税法に改正があった場合は、改正後の内容が適用されます。

※　延滞金算出方法の詳細については、厚木市ホームページを参照してください。

※「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合

　「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定（変更）通知書」

   割のみの場合は、初月に全額徴収となります。

 に基づいた月割額を、毎月の給与を支払う際に徴収してください。ただし、年税額が均等

  に、年１％の割合を加算した割合をいいます。

②未徴収税額を一括徴収する場合

   職場のパソコンから納付ができます。

    従業員が退職、死亡、長期欠勤、休職等により給与の支払を受けなくなった場合は、普

     Ｐ13に記載してある金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局を含む。）にて「市民税・県民税

    ※　書式は厚木市ホームページを参照してください。

①未徴収税額（令和９年５月までの月割額）を従業員自身で納めてもらう場合

  なお、令和８年６月から12月までの退職者についても退職後における従業員の便宜を

◆令和８年度給与所得等に係る特別徴収税額月別納期限◆

※　①～③について、税額通知書に氏名が記載されている方で非課税の方に異動（退職・
転勤等）がある場合も同様に異動届出書を提出してください。

異動先の事業所を経由して提出してください。

提出してください（一括徴収の場合を除く。）。

  通徴収（個人納付）への切替が必要となりますので、異動届出書に必要事項を記入の上、

特別徴収の事務について
１　特別徴収とは？

２　徴収について

５ 給与所得等に係る特別徴収税額を滞納した場合

〇１か月を経過した日の翌日以降…延滞金特例基準割合に年７.３％を加算した割合

　  納期限までに税金が完納されないときは、税額のほかに次の利率により算出した延滞金

〇納期限の翌日から１か月を経過する日まで…延滞金特例基準割合に年１％を加算した割合

　 給与支払者が、毎月給与を支払う際に納税者が納めるべき市民税・県民税・森林環境税

 を６月から翌年５月までの12回に分けて給与から差し引き、個人に代わって納めていただ

 く制度です。

  がかかります。

  (例：９月分の納期限は10月13日)

 ・森林環境税納入書」を用いて納入してください。

     また、ｅＬＴＡＸ（共通納税）を利用することで、金融機関へ出向くことなく、自宅や

    従業員に異動（退職、死亡、転勤等）が生じたときは、「給与支払報告・特別徴収に係

　る給与所得者異動届出書」を作成し、異動があった月の翌月10日までに提出してください。

  納額となって督促を受けるほか、異動した従業員が未徴収税額を一度に納める場合が生じ、

  従業員に迷惑が掛かることになります。

　  異動届出書は遅滞なく提出してくださるよう、重ねてお願いします。

    異動届出書の提出が遅れると、納入された税額と課税額が一致しないため、差額分が滞

　   事業所の特別徴収税額の納期限は、徴収すべき月の翌月の10日（10日が土・日曜日、祝

 日等金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日）です。

令和９年１月１日以降４月30日までの退職者については、本人からの申出の有無にか

かわらず、一括徴収することが義務付けられています（地方税法第321条の５第２項）。

考慮し、本人の了解を得た上で未徴収税額を一括徴収してください。

③転勤・転職により、引き続き特別徴収を継続する場合

４　納期の特例について

   定番号については、ハイフンなしの数字７桁を入力（設定）してください。

　   なお、ｅＬＴＡＸ（共通納税）や各金融機関の地方税納入サービスを利用する際は、指

     給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所（市税の滞納、納付の遅納がないな
   ど）に限り、市長に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を
　 受けたときは、毎月徴収した金額を年間２回に分けて納入することができます。

Ｐ２ 図１参照

記入例Ｐ４／様式Ｐ10

記入例Ｐ５／様式Ｐ10

記入例Ｐ６／様式Ｐ10

１



10 税額の変更

 11 納入書の取扱いについて

７ 年度の途中で従業員が増えた場合

８ 特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称等を変更する場合

９ 給与支払報告書の提出

　  従業員個人の所得金額や控除額（医療費控除や扶養控除等）の変更に
  より、年の途中で税額が変更する場合があります。変更後の従業員用の
  税額通知書を送付しますので、税額に変更のあった方に渡してください。
    前述の６～７や個人の税額変更により、事業所が特別徴収する月割額
が変更した場合は、変更後の事業所全体の月割額と変更該当者のみを記

  載した事業所用の税額通知書を送付します。
    以降は変更された月割額により納入してください。
    厚木市では、提出された異動届出書について毎月月末締めで入力処理

　 ６月分から翌年５月分までの納入書には、「納入金額（１）」欄に貴
 事業所の納入すべき税額を印字して送付します（納入書不要の申出を

 　いただいた特別徴収義務者には、送付しておりません。）。

  を行い、翌月10日頃に変更の通知を発送します。締切日を過ぎると通知

  が遅くなりますので、異動届出書の提出はお早めにお願いします。
  ※ ５、12、４月は表紙の処理スケジュールを参照してください。

 なお、厚木市では、年の途中での税額変更等により、納入金額に変
   更が生じた場合でも、新たに納入書は送付していません。税額に変更
 　があった場合は、変更後の納入金額を手書きで訂正し、納入してくだ

　   訂正方法については、Ｐ９を御覧ください。

就職等により、給与支払報告書提出後に特別徴収する従業員が増
えた場合には、「特別徴収切替届出書」を提出してください。

　  「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に、所定事項を記
  入の上、速やかに提出してください。

　  令和８年中に給与の支払があった場合は、金額の多少にかかわら
  ず、給与支払報告書を従業員の令和９年１月１日住所地の市区町村
  長に提出してください。

     厚木市では、市民税・県民税・森林環境税収納事務の効率化を図る
　 ため、ＯＣＲ（光学文字読み取り装置）用納入書を使用しています。

 
   さい。    詳しい提出方法については、Ｐ14を御覧ください。

特別徴収に係る
給 与 所 得 者
異 動 届 出 書

旧特別徴収義務者 市役所

①②
退職等の場合

新特別徴収義務者

③転勤等の場合
特別徴収継続の申

出があった場合は、
所定事項を記入し、
新特別徴収義務者に
異動届出書を渡して
ください。

旧特別徴収義務者
から受け取った異動
届出書の下欄に必要
事項を記入し、市区
町村長宛てに提出し
てください。

①②③税額の変更通知書送付

③税額の決定・
変更通知書送付

特別徴収に係る
給 与 所 得 者
異 動 届 出 書

特別徴収に係る
給 与 所 得 者
異 動 届 出 書

図１ 図２参照

市役所 １ 税額の変更
通知書送付

特別徴収
義 務 者
（事業所）

２ 給与支払

３ 変更後の
月割額徴収

納税義務者
（従業員）

図２

記入例Ｐ８／様式Ｐ11

様式Ｐ12

異動日の

翌月10日までに提出

２



３　納入方法 　

　 ① 「　　　年　　月分」…退職手当等を支払った年月
② 「人員」…退職手当等を支払った人数

④ 「退職手当等支払金額」…支給した退職手当等の合計金額を記入してください。
⑤ 「市民税」…退職所得等から徴収した市民税額

退職手当等に係る市民税・県民税の所得割の特別徴収について

 ◆課税されない退職手当◆
（1） 死亡により退職した方に支給すべき退職手当等で、その方の相続人等に支給される場合
（2） 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合

①退職手当等
の支払金額

②退職所得控除額
（注１）

③退職所得金額
（1,000円未満切捨）

　この制度は、特別徴収義務者（事業所）が退職手当等を支払う際に、他の所得と区分して税額を計算の上、その税額を退職手当等から徴収して、退職者
が退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の、１月１日現在における住所の所在する市区町村に納入するものです。退職所得に対する個人の市民税・
県民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
  「分離課税に係る所得割」の特別徴収は、給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税と異なり、市からの通知によるものではなく、退職手当等の支払
者がその支払をするときに税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税・県民税・森林環境税と合わせて納入することになっ
ています。

２　算出方法 （※市民税・県民税を別々に算出）

１  概要

③退職所得金額
④税率 ⑤税額（それぞれ100円未満切捨）

市民税６％ 県民税４％ 市民税徴収額 県民税徴収額

⑥ 「県民税」…退職所得等から徴収した県民税額

 ※１  平成25年１月１日以後に勤続年数が５年以下の法人役員等（法人税法上の役員、国
     会議員、地方議会議員、国家公務員及び地方公務員）に支払われるべき退職手当等に
   ついては、上記の計算過程のうち２分の１を乗じる措置の適用はありません。

 ※２  令和４年１月１日以後に支払を受ける勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職手
     当等についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について２分
     の１課税の適用はありません。

・納入書の裏面の「納入申告書」に、以下の６点を忘れずに記入してください。

・毎月の特別徴収税額と合わせて、支払のあった日の翌月10日までに納入してください。
・毎月使用している納入書に、退職所得分を手書きで書き足して使用します。
・納入書の表面「給与分」欄に月割額を、「退職所得分」欄に退職所得にかかる税額（市
民税・県民税を合わせた額）を記入し、「合計額」を算出した上で納入してください。

③ 「退職者氏名」…各退職者別に氏名、退職年月、勤続年数及び支払った退職手当等
　　の金額を記入してください。

対象者が３人を超える場合、この欄の記入は不要です。

× 1/2 ＝－

× ＝

退職所得控除額は勤続年数に応じて計算します。

勤続年数（１年未満は端数切上げ）が

ア） 20年以下の場合

40万円×勤続年数（80万円に満たないときは、80万円）

イ） 20年を超える場合

800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

※ 障がいに起因する退職の場合、ア又はイに100万円を加算

８ ９

８ 10  ９

厚木 五郎 ８．９ 20              12,312,300

旭 一郎 ８．９ ９ 5,250,000

1  7  5  6  2  3   0  0

1  7  8  8   0  0

1 1  9  2   0  0

厚木市中町３－○－○

○○商事株式会社

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ○ ○ ○ ○

２

特
別
徴
収
義
務
者

住所（居所）
又は

所在地

氏 名
又は
名 称

法人番号
又は

個人番号

円

（宛先） 厚木市長 令和 年 月 日 提出

年
退職金

退職者
氏 名

令和 年 月分 退職年月

円

市 民 税
県 民 税 納 入 申告 書 （退職所得分）

十 円

円

地方税法第50条の５及び第328条の５第２項の規定により上記のとおり
分離課税に係る所得割の納入について申告します。

退 職 手 当 等 支 払 金 額

（受 付 印）

勤続年数

年

年

人 員

退職金

人

億

退職金

市 民 税

県 民 税
特 別 徴 収 税 額

千十 万 千 百百 十

５

６

２
１

３

４

３



賦課期日（１月１日）
の住所を記入してく
ださい。

賦課期日後に住所が
変わった場合は記入
してください。

指定番号と宛名番号とは
税額通知書に記載されて
いる番号です。
必ず記入してください。

記入例１ 退職等により、未徴収税額（令和９年５月までの分）を普通徴収（従業員自身で納付）へ切り替える場合

◎例１・・・年税額84,400円の方が令和８年９月30日に退職する場合

６月分

7,400円

２月分 ５月分10月分

7,000円

４月分

普通徴収（本人納付）の
場合は、「３」と記入し
てください。

7,000円

未徴収税額（ウ）56,000円＝普通徴収へ切り替える総額

年税額 11月分７月分

7,000円

既に納入済みの額

7,000円84,400円 7,000円 7,000円

年税額（ア）84,400円

7,000円

徴収済額（イ）28,400円

7,000円

３月分

7,000円

12月分８月分

今回納入する額

7,000円 7,000円

９月分 １月分

該当番号を記入して
ください。

異動届出書は、
異動があった日の
翌月10日までに
提出してください。

●普通徴収に切り替わると・・・

普通徴収の納期は年４回（６月、８月、10月、翌年１月）です。この納期のう

ち、未到来の納期で未徴収税額を分割して納めます。記入例の場合では、従業員

本人に通知するのが11月になるため、未徴収税額56,000円を翌年１月の１回で本

人が納付することになります。

●異動届出書の早期提出のお願い

毎月平日の月末（※）までに届いた異動届出書をもとに、翌月10日に変更の通

知を発送します。締切日を過ぎると、通知をするのが異動があった月の翌々月と

なるため、早期提出に御協力ください。

※５、12、４月は表紙の処理スケジュールを参照してください。
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賦課期日（１月１日）
の住所を記入してく
ださい。

賦課期日後に住所が
変わった場合は
記入してください。

異動届出書は、
異動があった日の
翌月10日までに
提出してください。

必ず納入月を記入し
てください。

指定番号と宛名番号とは
税額通知書に記載されて
いる番号です。
必ず記入してください。

一括徴収の場合は、
「２」と記入してく
ださい。

該当番号を記入して
ください。

４月分２月分

7,000円 7,000円

５月までの残りの額

３月分

最後に給与を支払う月の額

7,000円 7,000円 7,000円7,000円 7,000円

未徴収税額（ウ）28,000円

12月分 ５月分

記入例２ 退職等により、未徴収税額（令和９年５月までの分）を一括徴収する場合

◎例２・・・年税額84,400円の方が令和９年２月28日に退職する場合

年税額 ６月分 ７月分 11月分８月分 １月分９月分 10月分

徴収済額（イ）56,400円

7,000円7,400円

年税額（ア）84,400円

7,000円 7,000円7,000円84,400円

●一括徴収のお願い

令和９年１月１日以降に退職する方については、本人の希望

にかかわらず一括徴収して納めることが義務付けられています。

また、令和８年中の退職でも本人が希望する場合や外国人が

出（帰）国する場合は、一括徴収に御協力をお願いします。

納入の際は、納入書を訂正してください。（Ｐ９参照）

同額となります。
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賦課期日後に住所が
変わった場合は記入
してください。

賦課期日（１月１日）
の住所を記入してく
ださい。

記入例３ 従業員が転勤・転職し、異動先の事業所でも特別徴収を継続する場合

◎例３・・・年税額84,400円の方が令和８年９月25日に退職し、転職先の事業所で10月から特別徴収を継続する場合

年税額 ６月分 10月分７月分 ９月分８月分 ５月分11月分 12月分 ２月分

異動届出書は、
異動があった日の
翌月10日までに
提出してください。

未徴収税額（ウ）56,000円＝異動先の事業所で特別徴収する総額

7,000円7,000円84,400円 7,000円

既に納入済みの額

7,000円 7,000円

徴収済額（イ）28,400円

7,000円

年税額（ア）84,400円

7,400円 7,000円

４月分

7,000円

今回納入する額

7,000円 7,000円7,000円

指定番号と宛名番号とは税
額通知書に記載されている
番号です。
必ず記入してください。

既に厚木市で特別徴収義務
者に指定されている事業者
は、指定番号を必ず記入し
てください。厚木市での特
別徴収が初めての事業者は
記入不要です。

月割額の算出
（ウ）の額÷転勤先事業所
で５月分までに特別徴収す
る月数（100円未満の端数は
異動後最初に特別徴収する
月に算入する。）

新しい勤務先で特別徴収を
開始する月を記入してくだ
さい。

３月分１月分

転勤元の事業所が

記入してください。

※個人番号は転勤

先（新勤務先）で

記入してください。

転勤先（新勤務先）
の事業所が記入して
ください。
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賦課期日後に住所が
変わった場合は記入
してください。

「３」と記入してください。

賦課期日（１月１日）
の住所を記入してく
ださい。

指定番号と宛名番号とは税額
通知書に記載されている番号
です。
必ず記入してください。

税額を記入する必要はありま
せん。（ア）～（ウ）に斜線
を引いてください。

◎例４ ・・・ 年度当初の通知書に、令和８年３月31日に既に退職した従業員の名前が記載されていた場合

記入例４

①の場合・・・この記入例の異動届出書を速やかに提出してください。
記
載
例

「給与支払報告」に
○を付けてくださ
い。

　　　　　　　してください。令和９年度（令和９年６月以降）は転出した市区町村で課税となりますので、転出先の市区町村にはこの記入

　　　　　　　例の令和９年度の異動届出書を提出してください。

              ※異動届出書の提出があった場合、改めて税額変更通知書を送付します。

　①年度当初に届いた「特別徴収税額の決定通知書」に、既に退職している等、特別徴収できない従業員の名前が記載されている場合
　②令和８年中に厚木市外に転出した方がいて、その方の令和９年度の給与支払報告書を転出した市区町村に提出した後に、その転出
　　した方が、退職した場合

②の場合・・・令和８年度（令和９年５月まで）は厚木市で課税となりますので、厚木市にはＰ５の令和８年度の異動届出書を速やかに提出

７



記入例５ 就職等により、今まで普通徴収（従業員自身で納付）だった方を特別徴収へ切り替える場合

◎例５・・・年税額84,400円の方が令和８年８月１日に入社した場合

年税額

21,000円

４期分（２月１日納期限）

21,400円

１期分（６月30日納期限） ３期分（11月２日納期限）２期分（８月31日納期限）

未徴収税額（ウ）63,000円＝特別徴収へ切り替える総額

賦課期日後に住所
が変わった場合は
記入してくださ
い。

21,000円84,400円 21,000円

切替届出書は、
異動後、速やかに
提出してくださ
い。

年税額（ア）84,400円

賦課期日（１月１日）
の住所を記入してく
ださい。

既に厚木市で特別徴収義
務者に指定されている事
業所は、指定番号を必ず
記入してください。厚木
市での特別徴収が初めて
の事業者は、記入は不要
です。

厚木市では、月末までに
届いた異動届をもとに、
10日頃に変更の通知を発
送します。事務処理上、
それ以前に月割額を確認
したい場合は、記入して
ください。
※正式な通知ではなく事
前の電話連絡となります
ので御了承ください。

普通徴収分（イ）21,400円

●特別徴収への切り替えのお願い
年度途中の入社であっても、特別徴収への切り替えに御協力ください。
なお、切替届出書の市民税課への到達が普通徴収の納期を過ぎた場合、
納期の過ぎた分は特別徴収には切り替えられませんので、必ず従業員自
身で納付するようお伝えください。
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②　退職所得に係る税額を合わせて納入する場合

「納入金額（２）」欄の「給与
分」欄、「退職所得分」欄及び
「合計額」欄に記入してくださ
い。

退職所得に係る税額のみを納入する場合は、納入書（退職所得分
用）を厚木市のホームページからダウンロードして御利用くださ
い。（「厚木市退職所得」と検索してください。）

※　退職手当等に係る市民税・県民税の所得割を納入される際は、納入書裏面の「市民
　税・県民税納入申告書（退職所得分）」を記入してください。（法人番号（13桁）が
　必要となります。）記入方法についてはＰ３を参照してください。

記入例６

「納入金額（１）」欄を２本線で
抹消してください。

①　納入金額が納入書の「納入金額（１）」欄の税額と異なる場合

「納入金額（１）」欄を２本線で
抹消してください。

「納入金額（２）」欄の「給与
分」欄、「合計額」欄に納入すべ
き税額を記入してください。

①納入金額が納入書の「納入金額（1）」欄の税額と異なる場合
　（納入金額が納入書の「納入金額（1）」欄の税額と一致する場合は、何も記入せず、そのまま納入してください。）
②退職所得に係る税額を合わせて納入する場合

年

千 百 十 万 千 百 十 円

納

入

金

額
納期限 令和 ８ 年９月 10 日

延滞金

令和

(2)
合計額

月分

指 定 番 号 納入金額（1）

1,710,000 円

納入すべき金額が右の納入

金額（1）の欄の金額と異なると

きは、納入金額（1）の欄を横線

で抹消し、納入金額（2）の欄に
記載してください。

退 職
所得分

億給与分
一括徴収

分を含む。
142123 １ ３８ ６ ０ ０

１ ３８ ６ ０ ０

０

０

●記入上の留意点

（１） 黒のボールペン又はペンで記入してください。

（２） ¥ 記号は記入しないでください。

（３） 修正液は使用しないでください。

（４） 訂正印は不要です。

（５） 納入済通知書は折ったり、汚したりしないでください。

＜記入例＞

＜記載例＞

千 百 十 万 千 百 十 円

指 定 番 号 納入金額（1）

1,710,000 円令和

納

入

金

額

給与分
一括徴収
分を含む。

億

納入すべき金額が右の納入
金額（1）の欄の金額と異なると

きは、納入金額（1）の欄を横線
で抹消し、納入金額（2）の欄に

記載してください。

退 職
所得分

延滞金

納期限 令和８ 年９月 10 日

(2)
合計額

142123

2 XX X X

１７ ０ ０ ０

９ ５ ２ ０

１ ０８

年 月分

５ ２ ０

０

０

０

142123 １７

９ ５ ２ ０

１ ０８ ５ ２ ０

０

０

０

X X X X X X X

X X X X X X X

８ ８

８ ８

１

９



１
．

１　異動が令和　　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２　令和　 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３　死亡による退職であるため

／　入力済

※ 下記１～３の該当箇所も記入し

  てください。

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １　現年度　　２　新年度　　３　両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
(住所）

〒 特別徴収義務者
指　定　番　号

(宛先）厚木市長 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

課・係

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出

電 話
‐　　　　‐

　　　　　内線（　　 　　）
個人番号

又は法人番号
 ←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記入

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

（ア） （イ） （ウ）

個人番号

１月１日
現在の住所

月から

異　動
年月日

異　動　の　事　由氏　名 異動後の未徴収
特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額
（ア）－（イ） 税額の徴収方法

生年月日 昭和・平成 年 月 日

1

２

３

４

５

６

７

退職

転勤

休職・長欠

死亡

支払少額・不定期

合併・解散

その他

月から

右の該当
する番号
を記入

１

２

３

特別徴収継続

一括徴収

普通徴収
(本人納付)

受給者番号
月まで 月まで

月 右の該当
する番号
を記入

日異動後の
住 所 円 円 円 事由･理由

年

氏名又は名称 電
話

　‐　　　‐
　　　　内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記入）

右の該当
する番号
を記入

１ 必要  ２ 不要

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

所　在　地
（住所）

〒
担
当
者
連
絡
先

課
・
係

氏
名

右の該当
する番号
を記入

フリガナ
受給者番号

新規
個人番号

又は法人番号

 ※ 市区町村

  ごとに異な

ります。

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

現（  　）　新（  　）
年　　差　　一括　　ゼロ　　普切
期（　　　　）
相続（有・無）　　納管（有・無）
特記（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

理
　
由 右の該当

する番号
を記入

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１　異動が令和　　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２　異動が令和　　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

に係る給与所得者異動届出書

（

）
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　　／　　　入力済

  ２　口座振替を利用している方については、納期限の10営業日前を過ぎると変更できなくなります。
収 納 状 況 確 認 １　・　２　・　３　・　４　・　５　・　６

  ３　65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。

  ４　特別徴収の開始予定月は、税額通知書の送付日、給与計算の締切日等を考慮して記入してください。 口 座 確 認   無　　・　　有　（　　　　　　　）

資 料 確 認

【 添付書類 】

市
処
理
欄

税 額 連 絡 月　　　日　連絡済
　１．普通徴収の納付書　（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）

　　月：　　　　　円　／　　　月以降：　　　　　円　　 ※ 納付済みの分や口座振替の場合は不要です。

     ※ 本人宛ての納税通知書は添付不要です。 普 徴 引 き 抜 き 済　　・　　不要

【 注意事項 】

納 付 書 添 付 １　・　２　・　３　・　４　・　５　・　６
  １　普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度分は、特別徴収への切替ができないので、自分で納めるように必ずお伝えください。

別給　　・　　確　（ 有　・　無 ）

月 日　までに連絡が必要

※ 税額通知書の送付（翌月10日頃）が間に合う場合は電話連絡を省略します。

届 出 理 由  １　入社　　　２　その他（　　　　　　　　 ）

現在の住所

〒 ― ※ １月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月　 割　 額
の　 連　 絡

　必要な場合のみ記入してください。

日納期分）から

１月１日現在
の　住　所

〒 ―
 特別徴収を開始します。

日
      せん。

特 別 徴 収
開始予定月

月

　〔 　１　・　２　・　３　・　４　・　５　・　６　 〕 期  以降を切替希望

   ※ 普通徴収の納期限を過ぎたもの・過年度分は、特別徴収への切替ができま

生 年 月 日  昭 和　 ・  平成 年 月給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ 受給者番号

普 通 徴 収
切 替 期 別

　期別を○で囲んでください。

氏　　　　名

－ －個人番号又は法
人番号

月分（

氏名代 表 者
職 氏 名（宛先）厚木市長 ）

電話

日 フリガナ

名　 称
（氏 名）

提出

令和 年 月

市区町村使用欄特別徴収切替届出書

給
与
支
払
者

（

特別徴収義務者

指 定 番 号

※ 市区町村ごと
 に異なります。

特
別
徴
収
義
務
者

 新規の場合、納入書 （　要　・　不要　）

担当者
連絡先

係

所在地
（住 所）

〒 ―
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－

　　／　　　入力済

指定番号
※市区町村ごと
に異なります

特別徴収義務者
指　定　番　号

※ 市区町村ごと
 に異なります。

統
合
・

合
併
・

分
割
後
の
指
定
番
号

個人番号
又は

法人番号

（内線 ）

  １．指定番号を新規に取得する。

※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。
フ リ ガ ナ

  ２．統合・合併・分割先の指定番号を使用する。
名　　　称

統
合
・
合
併
・
分
割
さ
れ
る
事
業
所

所  在  地
〒 ―

※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

電話番号 －

）

変 更 事 由   １　事務所等移転【登記変更有】　  ２　送付先変更　　 ３　社名（名称）変更　　 ４　法人成り【別途、給与所得者異動届出書の提出が必要です。】

　５　個人事業化【別途、給与所得者異動届出書の提出が必要です。】　　　  ６　給与事務の統合 【下欄を記入してください。】

（ 該当番号に○ ）  ７　合併による変更 【下欄を記入してください。】 ８　分割による変更 【下欄を記入してください。】 ９　その他（　　　　　　　　　　　　）

（内線 ） －電 話 番 号 －

所   在   地
（送 付 先）

〒 ― 〒

－

フ  リ  ガ  ナ

名         称

―

－ （内線

－

月

フ  リ  ガ  ナ

代 表 者
職 氏 名

日◆　代表者のみの変更の場合は、提出不要ですが、個人事業主の場合は提出が必要となります。

事         項 変　更　前　（　旧　）　　　※ 変更項目のみ記入してください。 変　更　後　（　新　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。

）

◆　誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。
変更年月日 年

個人番号
又は法人番号

※ 市区町村ごと
 に異なります。

（

特
別
徴
収
義
務
者

－

（宛先）厚木市長
電話

提出

氏名

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 市区町村使用欄

給
与
支
払
者

所在地
（住 所）

〒 ―

令和 年 月

※ 届出時点での所在地・名称を記入してください。 特別徴収義務者
指　定　番　号

日

担当者
連絡先

所属
名   称

（氏 名）

  ３．旧特別徴収義務者の指定番号を継続使用する。

※ 法人番号が変わる場合は、継続使用できません。

指定番号
※市区町村ごと
に異なります
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　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　

　　  ゆうちょ銀行　　　　　　　　　　　　　　　店長　様

　　　　　　　　　　　　  郵便局長　様

指 定 通 知 書

（公印省略）

◆納入を取り扱う金融機関等◆

厚 木 市 役 所 〔 指 定 金 融 機 関 窓 口 （ 本 庁 舎 １ 階 ） 〕

（令和８年４月１日現在）

中 南 信 用 金 庫
中 栄 信 用 金 庫三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

み ず ほ 銀 行

り そ な 銀 行

平 塚 信 用 金 庫

城 南 信 用 金 庫
相 愛 信 用 組 合
中 央 労 働 金 庫

横 浜 銀 行
静 岡 銀 行
ス ル ガ 銀 行

貯業２第3439号

00200-8-960030

厚木市会計管理者

横浜貯金事務センター

　　　　　　厚 木 市 長

◆「指定通知書」不要の都県◆

き ら ぼ し 銀 行 厚 木 市 農 業 協 同 組 合

※　三井住友銀行での窓口納付は終了しておりますが、インター

※　みずほ銀行での窓口納付は令和８（2026）年６月30日で終了

承認番号

口座番号

加入者の名称

取りまとめ店

で通知します。

　 地方税法第321条の５第４項の規定により、当市の

市民税・県民税（特別徴収）取扱局に指定しましたの

ゆ う ち ょ 銀 行 ・ 郵 便 局

神奈川県　東京都　山梨県　埼玉県
茨城県　栃木県　群馬県　千葉県

   続き利用できますので、改めて「指定通知書」を提出する必要は
   ありません。

       なお、前年度利用したゆうちょ銀行・郵便局は、本年度も引き

※  次の都県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、

　ネットバンキングを利用した個人地方税納付サービスは引き続
  き御利用いただけます。

　 となりますが、インターネットバンキングを利用した個人住民税

　一括納付サービスは引き続き御利用いただけます。

  右の「指定通知書」に提出年月日・ゆうちょ銀行名又は郵便局
  名を御記載の上、第１回目の振込の際に納入書とともにゆうち
  ょ銀行・郵便局へ提出してください。

※　ｅＬＴＡＸ（共通納税）による電子納付も利用できます。

き
り
と
り
線
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● 個人別明細書作成における注意点

【氏名について】

【住所について】

【個人番号について】

●給与支払報告書の提出における注意点
【提出形態について】

【総括表について】

【普通徴収切替理由書（兼仕切紙）について】

  ありません。

　ｅＬＴＡＸでの提出に限り、普通徴収切替理由書（兼仕切紙）を別途作成し添付する必要は

・右図のとおり重ね、クリップで留めて提出してください。

令和８年中に給与の支払があった場合は、雇用形態・金額の多少にかかわらず、全て給与支払報告書を作成し
従業員の令和９年１月１日住所地の市区町村に、１月末までに御提出いただきますようお願いします。

◇◆◇給与支払報告書の提出のお願い◇◆◇

・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行に伴い、給与支払報告書（総括表・個人

  別明細書）にマイナンバーの記入が必要となりますので、必ず記入してください。

・１月１日に住んでいた所が住民登録地と異なる場合は、摘要欄に住民登録地を記入してく
  ださい。未記入の場合、提出後に再確認をお願いすることがあります。

・漢字氏名だけでなく、フリガナも必ず記入してください。
・婚姻等により、事業所内で旧姓を使用している場合も、戸籍上の氏名で提出してください。

・令和９年１月１日現在の従業員の住所を記入してください。
 （令和８年中に退職してその後の住所が不明な場合は、退職時の住所で結構です。）

 （ホチキス留めはしないでください。）

・普通徴収切替理由書（兼仕切紙）記載の理由（普Ａ～普Ｆ）以外での普通徴収は認められま

  てください。記入がない場合、特別徴収として取り扱いますので、御注意ください。なお、

・ｅＬＴＡＸにて給与支払報告書を提出する場合も同様に、普通徴収切替理由書（兼仕切紙）
  の記載の理由（普Ａ～普Ｆ）を摘要欄に記入した上で、普通徴収対象者欄にチェックを入れ

  せんので御注意ください。

・「普通徴収切替理由書」に人数を記入した方のみ、個人別明細書の摘要欄に該当する符号
   を記入して普通徴収切替理由書（兼仕切紙）の後ろに綴ってください。

・詳しい記載方法については、厚木市のホームページを御覧ください。

・12月上旬に事業所名が印字された総括表を送付する場合があります。
・送付がない場合は窓口又は厚木市のホームページから取得できる様式を利用してください。

給与支払報告書（個人別明細書） 普通徴収（自分で納付）の従業員

普通徴収切替理由書（兼仕切紙）に人数を記載した従業員のみを綴ってください。

退職者以外は全て普通徴収切替理由書（兼仕切紙）に記載の理由（普Ａ～普Ｆ）を

摘要欄に記入してください。

普通徴収切替理由書（兼仕切紙）

給与支払報告書（総括表）

事業所ごとの表紙に当たるものです。報告人員が

１人の場合も添付してください。

給与支払報告書（個人別明細書）

特別徴収（給与差し引き）の従業員
普通徴収へ切り替える特別な理由がない場
合は、すべてこちらに綴ってください。

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）で給与支払報告書の提出や納税ができます。

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）は地方税ポータルシステムの呼称で、イン

ターネットを利用して地方税における手続（電子申告、共通納税、届出）

ができます。

申告情報や特別徴収税額通知内容を共通納税システムに反映させ、全て

の都道府県、市区町村へ一括して電子納付することができます。

詳しくは、地方税共同機構のホームページを御覧ください。

⇒ https://www.lta.go.jp/

≪注意≫ｅＬＴＡＸを利用して給与支払報告書を提出する際、個人住民税

特別徴収税額通知（特別徴収義務者用・納税義務者用）の受取方法を「電

子データ」又は「書面」のどちらかを選択する必要があります。
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Ａ１

　

Ａ２

Ａ３

Ａ４

   ① 期限後に確定申告をした場合や、既に確定申告した方が修正申告や更正の請求をした場合

   ② 被扶養者の所得が限度額を超えていることが判明したため、配偶者控除や扶養控除等が否認された場合

   ③ 年の途中で、当初申告されていた所得以外の所得があることが判明した場合

特別徴収に関するよくあるお問合せ

　 まずは収納課 収納管理係に御連絡ください。
  多く納めてしまった場合は、還付又は翌月の納入額から減らす等の御相談をいたします。

     なお、少なく納めてしまった場合は、翌月の納入額で調整することもできますが、金額によって延滞金がかかったり、納税証明書が発行
     できなかったりするおそれがあります。

   速やかに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」（異動届出書）を市民税課に御提出ください。
   詳しい記入方法についてはＰ７を御覧ください。

　 令和８年度（令和８年６月分以降）の異動届出書の提出は不要ですが、令和７年度（令和８年５月分まで）の異動届出書の提

　 出は必要です。

　 詳しい記入方法についてはＰ５を御覧ください。

   税額の変更理由の詳細については本人にしかお答えできないため、従業員本人から市民税課にお問い合わせください。

   なお、一般的には次のような場合が考えられます。

Ｑ１ 年度初めに届いた「特別徴収税額の決定通知書」に既に退職している従業員の名前があるときはどうしたらいいですか？

Ｑ２ 月割額を誤って納めてしまったときはどうしたらいいですか？

Ｑ３ 令和８年１月に令和８年度給与支払報告書を提出した後、令和８年３月末に「普通徴収切替理由書」で退職予定に含めた
従業員が退職し、令和７年度の住民税は一括徴収しました。異動届出書を提出する必要はありますか？

Ｑ４ 従業員の税額変更通知書が届きましたが、どういった理由で変わったのでしょうか？

◎課税・退職等の異動について 市民税課特別徴収係 電話（046）225-2011（直通）
◎納入状況・納入方法について 収納課 収納管理係 電話（046）225-2020（直通）
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